
第 １０ 号議案 

 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和 ３ 年 ２ 月 ２４ 日 

 

 

提出者  国 立 市 長    永 見 理 夫 

 

 

（説 明） 職員の期末手当の支給率の引下げ及び規定の整理を行うため、

条例の一部を改正するものである。 

 

 

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案 

 

職員の給与に関する条例（昭和３２年１０月国立市条例第１１号）の一部

を次のように改正する。 

 

第５条の２第７号中「勤労者財産形成促進法」の次に「（昭和４６年法律

第９２号）」を加える。 

第１５条第２項の表中「１００分の１１２．５」を「１００分の    

１０７．５」に、「１００分の１２２．５」を「１００分の１１７．５」に、

「１００分の９２．５」を「１００分の８７．５」に、「１００分の   

１０２．５」を「１００分の９７．５」に、「１００分の８２．５」を

「１００分の７７．５」に改め、同条第３項中「１００分の１１２．５」を

「１００分の１０７．５」に、「１００分の９２．５」を「１００分の  

８７．５」に、「１００分の８２．５」を「１００分の７７．５」に、

「１ ０ ０ 分 の ５ ５」を「１００分の５２．５」に、「１００分の   

１２２．５」を「１００分の１１７．５」に、「１００分の１０２．５」を



「１００分の９７．５」に、「１００分の８０」を「１００分の７７．５」

に改める。 
 

附 則 
 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 令和３年３月１日を基準日として支給する期末手当に限り、改正後の第

１５条第２項及び第３項の規定の適用については、同条第２項の表３月期

の割合の欄中「１００分の２５」とあるのは「１００分の１５」と、同条

第３項中「１００分２５」とあるのは「１００分の１５」と、「１００分

の１０」とあるのは「１００分の５」とする。 

 


